
船舶インシデント調査報告書 

令和２年２月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（絡索） 

発生日時 令和元年６月５日 ０９時００分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市東方沖 

 沖ノ島灯台から真方位０１５°２４.１海里付近 

 （概位 北緯３４°３８.０′ 東経１３０°１４.０′） 

インシデントの概要  漁船龍
りゅう

王
おう

丸は、漂泊中、推進器にパラシュート型シーアンカーの

引き綱が絡み、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和元年６月１９日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 龍王丸、１９トン 

ＹＧ２－７９７４（漁船登録番号）、有限会社龍王丸 

第２６０－３３３３０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 北西流 

 インシデントの経過 本船は、船長ほか１人が乗り組み、早朝に漁を終えて仮眠を取るこ

ととし、船首からパラシュート型シーアンカー（以下「本件アンカ

ー」という。）を投入して漂泊した。 

本船は、船長が、仮眠後に周囲の状況を確認したところ、本件アン

カーの引き綱が船尾方に流され推進器に絡まっていることに気付いた

ので、潜って絡んだ引き綱を外そうとしたが潮流が速く外れず、運航

不能となった。 

本船は、船長が海上保安庁に救助を依頼し、来援した巡視艇により

山口県下関市角島付近までえい
．．

航された後、僚船に引き継がれて同市

特牛
こっとい

港に入港した。 

船長は、本インシデント後、仮眠を取っている間に風が無風状態と

なり、潮流がふだんより強くなったと思った。 

分析 本船は、漂泊中、船長が、仮眠を取り、本件アンカーの引き綱が船

尾方に流されていることに気付かずに漂泊を続けたことから、同引き

綱が推進器に絡み、運航不能となったものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、漂泊中、船長が、仮眠を取り、本件ア

ンカーの引き綱が船尾方に流されていることに気付かずに漂泊を続け

たため、同引き綱が推進器に絡んだことにより発生したものと考えら

れる。 



再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・パラシュート型シーアンカーを使用する場合は、風向や潮流の影

響も考慮して時々シーアンカーや引き綱の向きなどの確認を行う

こと。 

 


